
報告第８号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求

める。 

平成３０年６月４日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

提案理由 

地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うため。
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専決第７号 

八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 標記条例の制定につき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第

１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  平成３０年３月３１日 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  八幡浜市国民健康保険税条例（平成１７年条例第５７号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。ただし、改正後の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対応

するものを掲げていないものは、これを加えるものとする。 

改正後 改正前 

  

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税

の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健

康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額

の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税

の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健

康保険の被保険者につき算定した基礎課税額（国

民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用

（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等

（以下この条において「後期高齢者支援金等」と

いう。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３

号）の規定による納付金の納付に要する費用を除

く。）に充てるための国民健康保険税の課税額を

いう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等課税

額（国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等

の納付に要する費用に充てるための国民健康保

険税の課税額をいう。以下同じ。）並びに当該世

帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保

険者のうち同法第９条第２号に規定する被保険

者であるものにつき算定した介護納付金課税額

（国民健康保険税のうち、同法の規定による納付

金の納付に要する費用に充てるための国民健康

保険税の課税額をいう。以下同じ。）の合算額と

する。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民

健康保険に関する特別会計において負担する

国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による

国民健康保険事業費納付金（以下この条におい
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て「国民健康保険事業費納付金」という。）の

納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）の規定による後期高齢者支援金等（以下こ

の条において「後期高齢者支援金等」という。）

及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の

規定による納付金（以下この条において「介護

納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

(2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険

税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用（県の国民健康保険に関する特別会

計において負担する後期高齢者支援金等の納

付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下

同じ。） 

 

(3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の

被保険者のうち、介護保険法第９条第２号に規

定する第二号被保険者であるものをいう。以下

同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国

民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関

する特別会計において負担する介護納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充

てるための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。） 

 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国

民健康保険の被保険者につき算定した所得割額

及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が５８万円を超える場合においては、基礎課税額

は、５８万円とする。 

２ 前項   の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国

民健康保険の被保険者につき算定した所得割額

及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が５４万円を超える場合においては、基礎課税額

は、５４万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する被保険者につき算定した所得

割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１９万円を超える場合においては、後期高

齢者支援金等課税額は、１９万円とする。 

３ 第１項   の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する被保険者につき算定した所得

割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１９万円を超える場合においては、後期高

齢者支援金等課税額は、１９万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納

付金課税被保険者             

                     

              である世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属す

る介護納付金課税被保険者につき算定した所得

割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１６万円を超える場合においては、介護納

付金課税額は、１６万円とする。 

４ 第１項   の介護納付金課税額は、介護納

付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のう

ち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者

であるものをいう。以下同じ。）である世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属す

る介護納付金課税被保険者につき算定した所得

割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１６万円を超える場合においては、介護納

付金課税額は、１６万円とする。 

  

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割 （国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割
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額） 額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、

次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、

次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康

保険法             第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した日の前日以後

継続して同一の世帯に属するものをいう。以下

同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって同日の属する月（以下この号に

おいて「特定月」という。）以後５年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第

７条の３及び第２３条において同じ。）及び特

定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの（当該

世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。第３号、第７条の３及び第２３条におい

て同じ。）以外の世帯 ２７，０００円 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第６条第

８号の規定により被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した日の前日以後

継続して同一の世帯に属するものをいう。以下

同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって同日の属する月（以下この号に

おいて「特定月」という。）以後５年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第

７条の３及び第２３条において同じ。）及び特

定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの（当該

世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。第３号、第７条の３及び第２３条におい

て同じ。）以外の世帯 ２７，０００円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

  

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康

保険税の納税義務者に対して課する国民健康保

険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額から

ア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が５８万円を超える場合には、５８万

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１９万円を超える場合には、

１９万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課

税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１６万円を超える場合

には、１６万円）の合算額とする。 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康

保険税の納税義務者に対して課する国民健康保

険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額から

ア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が５４万円を超える場合には、５４万

円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１９万円を超える場合には、

１９万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課

税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１６万円を超える場合

には、１６万円）の合算額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、３３万円に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき２７万

５千円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、３３万円に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき２７万

円  を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、３３万円に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき５０万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前２号に該当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、３３万円に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき４９万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

  

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ （略） 第２４条の２ （略） 
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２ 前項の申告書の提出に当たり  、当該納税義

務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保険法施行

規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２

第１項第１号に規定するものをいう。）その他の

特例対象被保険者等であることの事実を証明す

る書類の提示を求められた場合には、これらを提

示しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義

務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保険法施行

規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２

第１項第１号に規定するものをいう。）その他の

特例対象被保険者等であることの事実を証明す

る書類                を提

示しなければならない。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の八幡浜市国民健康保険税条例の規定は、平成３０年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 
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